
  

半
田
市
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日  
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半
田
市
規
則
第
二
十
号 

半
田
市
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

半
田
市
営
住
宅
条
例
施
行
規
則(

平
成
九
年
半
田
市
規
則
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
第
一
項
第
八
号
ロ
中
「
第
十
条
第
一
項
」
の
次
に
「
又
は
第
十
条
の
二
」
を
、
「
に
お
い
て
」

の
次
に
「
こ
れ
ら
の
規
定
を
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
緊
急
連
絡
人
の
届
出
） 

第
十
条 

入
居
決
定
者
は
、
緊
急
時
に
お
い
て
連
絡
を
受
け
る
者
で
あ
っ
て
入
居
す
る
市
営
住
宅
に
同
居

す
る
者
以
外
の
者
（
以
下
「
緊
急
連
絡
人
」
と
い
う
。）
を
定
め
、
緊
急
連
絡
人
届
（
様
式
第
九
）
を

条
例
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
請
書
を
提
出
す
る
際
に
併
せ
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
市
長
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
た
場
合
は
、
緊
急
連
絡
人
を
定
め
な
い
こ
と

が
で
き
る
。 

 

第
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
緊
急
連
絡
人
の
変
更
等
） 

第
十
一
条 

入
居
者
は
、
緊
急
連
絡
人
に
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
定
め
る
事
実
が
発
生
し
た
と
き
、
又 

は
緊
急
連
絡
人
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
新
た
に
緊
急
連
絡
人
を
定
め
、
緊
急
連

絡
人
変
更
届
（
様
式
第
九
の
二
）
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

死
亡
し
た
と
き 

二 

住
所
又
は
電
話
番
号
が
不
明
に
な
っ
た
と
き 

三 

入
居
者
と
同
居
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き 

２ 

入
居
者
は
、
緊
急
連
絡
人
が
氏
名
、
住
所
又
は
電
話
番
号
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
緊 

急
連
絡
人
氏
名
・
住
所
等
変
更
届
（
様
式
第
九
の
三
）
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

別
表
第
一
君
ケ
橋
の
項
中
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

   

様
式
第
八
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
別
紙
の
と
お
り
） 

 

様
式
第
九
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
別
紙
の
と
お
り
） 

様
式
第
九
の
次
に
、
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。 

（
別
紙
の
と
お
り
） 

様
式
第
十
四
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
別
紙
の
と
お
り
） 

様
式
第
十
八
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
別
紙
の
と
お
り
） 

様
式
第
二
十
九
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 （

別
紙
の
と
お
り
） 

君

ケ

橋 

〇

・

七

五 



  

様
式
第
三
十
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
別
紙
の
と
お
り
） 

 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


